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子育て支援センターからのお知らせ

講演会
言葉を育む　Q&A

一
般
用

営
業
用

３６７，２００円 ３７４，０００円

１０㎥

１０㎥

１０㎥

１０㎥

１０㎥

１０㎥

１，８７０円

１，９４４円

１，９４４円

１，８３６円

１，９８０円

１，９８０円

２，８０８円 ２，８６０円

２，７００円 ２，７５０円

４，９６８円 ５，０６０円

１８７．０円１８３．６円

１９８．０円

１９８．０円

１９４．４円

１９４．４円

２８６．０円２８０．８円

２７５．０円２７０．０円

５０６．０円４９６．８円

３６３．０円３５６．４円

３９６．０円３８８．８円

１㎥～３，０００㎥

３，００１㎥～

１，６５０円１，６２０円

１６５．０円１６２．０円

１７６．０円１７２．８円

１８７．０円１８３．６円

１９８．０円１９４．４円

２０９．０円２０５．２円

５１㎥～１０１㎥

１０１㎥～

１１㎥～２０㎥

２１㎥～３０㎥

３１㎥～５０㎥

１０㎥まで

経過措置として１０月１日以前から継続し
て上下水道を使用している場合、１０月分
料金（１１月請求）は８％、１１月分料金（１２月
請求）から１０％の消費税となります。

経過措置として１０月１日以前から継続し
て上下水道を使用している場合、１０月分
料金（１１月請求）は８％、１１月分料金（１２月
請求）から１０％の消費税となります。

（税込表示）

（税込表示）

第一種

第二種

官公署用

医院用

家庭用

用途

料金

水量

業務用

臨時用

基本料金（１カ月につき） 超過料金（１㎥につき）

旧料金（８％）新料金（１０％） 旧料金（８％）新料金（１０％）

※井戸水を使用されているご家庭は１人当たり
　６㎥を使用水量とみなし計算します（上水道
　併用はどちらか多い水量）。

基本料金

超過料金
（１㎥につき）

料金

区分 旧料金（８％）新料金（１０％）

公共下水道事業

上下水道料金の経過措置上下水道料金の経過措置

１００㎥

消費税法改正に伴う
上下水道料金等の改定について
消費税法改正に伴う
上下水道料金等の改定について
～１０月１日から上下水道料金が変わります～～１０月１日から上下水道料金が変わります～

令和元年１０月１日から消費税率が８％から１０％に引き上げになることに伴い上下水道料金及び
水道事業加入分担金が改定となり増税分をご負担いただくこととなりました。　
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

４４，０００円

メーター口径

φ１３ｍｍ

８６，４００円

４３，２００円

８８，０００円φ２０ｍｍ

１６２，０００円 １６５，０００円φ２５ｍｍ

２７０，０００円 ２７５，０００円φ３０ｍｍ

５４０，０００円 ５５０，０００円φ４０ｍｍ

１，０８０，０００円 １，１００，０００円φ５０ｍｍ

１，６２０，０００円 １，６５０，０００円φ７５ｍｍ

※４月１日以降に給水装置の新設等の加入申込
　みを承諾したものから適用となります。

（税込表示）水道事業加入分担金

旧加入分担金（８％） 新加入分担金（１０％）

水道料金

下水道使用料

◇問合せ　上下水道課（美浦水処理センター内）☎０２９－８８５－０７２０


